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令和４年 12月 12日 

許可業者各位 

大阪市環境局事業部 

一般廃棄物指導課長 

 

住之江工場再稼働に伴う搬入回数ベースについて（通知） 

 

 標題について、本日、各許可業者あてに電子メールで通知します。搬入回数

ベースの算定方法は下記のとおりです。 

また、本日以降についても、必要に応じて、個別に協議は行います。 

 

記 

 

 原則として、各工場別の搬入回数内訳は変更申請書（前年度の搬入実績回数

に予備回数（承認車両台数分）を加算）のとおりとするが、令和元年度及び前

年度との使用実績との乖離がある場合は増減の調整を行う。 

 

（例）増加算の場合（新型コロナウィルス感染症により令和元年度より大幅な

搬入回数の減があるが搬入回数が回復状態にある場合） 

 （算定例：A社） 

 ①：変更申請時 合計 100 

社名 昼夜別 西淀 八尾 平野 東淀 住之江 
舞洲 

合計 
福島 此花 高速 

A社 

昼 4 2 0 16 0 0 30 0 52 

夜 10 10 10 8 10 0 0 0 48 

計 14 12 10 24 10 0 30 0 100 

 

②：A社の前年度搬入実績回数    90 

③：A社の承認車両台数      5 

④：A社の総搬入回数（②＋③）    95  

⑤：A社の令和元年度搬入実績回数   150 



 

 

※昼夜別・工場別の変更申請時の回数に対して、①・⑤の数値を用いて 50％増で 

比例配分する。 

算定例：A社  配券時基本回数 合計 150 

社名 昼夜別 西淀 八尾 平野 東淀 住之江 
舞洲 

合計 
福島 此花 高速 

A社 

昼 6 3 0 24 0 0 45 0 78 

夜 15 15 15 12 15 0 0 0 72 

計 21 18 15 36 15 0 45 0 150 

 

（例）減算の場合 

 （算定例：B社） 

 ①：変更申請時 合計 100 

社名 昼夜別 西淀 八尾 平野 東淀 住之江 
舞洲 

合計 
福島 此花 高速 

B社 

昼 4 2 0 16 0 0 30 0 52 

夜 10 10 10 8 10 0 0 0 48 

計 14 12 10 24 10 0 30 0 100 

 

②：B社の前年度搬入実績回数    45 

③：B社の承認車両台数      5 

④：B社の総搬入回数（②＋③）    50  

⑤：B社の令和元年度搬入実績回数    50 

※昼夜別・工場別の変更申請時の回数に対して、①・⑤の数値を用いて 50％減で 

比例配分する。 

算定例：B社  配券時基本回数 合計 50 

社名 昼夜別 西淀 八尾 平野 東淀 住之江 
舞洲 

合計 
福島 此花 高速 

B社 

昼 2 1 0 8 0 0 15 0 26 

夜  5  5 5 4 5 0 0 0 24 

計 7 6 5 12 5 0 15 0 50 

 

  

   

 

搬入指示担当 田畠・中島・森本 
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